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申込住所と確認書類住所が不一致のとき⇒　不一致

確認日

補完資料

ご本人確認者氏名
上記書類の原本を確認
しました。

A 運転免許証等（番号　　　　　　                 　　　　　　　　　　　　　　　　　）
K  パスポート（番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　）
L  特別永住者証明書・在留カード
　 （番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　 ）
Z  個人番号（マイナンバー）カード
　 発行市区町村（　　　　　　　   　     　）（20　年  　月  　日まで有効）
Z  住民基本台帳カード　発行市区町村（　　　　　　　　　　　　             　）

B  国民健康保険証
　 （保険者　　　　　　　  　記号　　　  　  　番号　　　　　          　　　）
C  社会保険証他
　 （発行者　　　　　　　  　記号　　　　　    番号　　　　　　          　　）
Z  国民年金手帳（交付年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　）
Z  その他（　　　　　        　　　　）（番号等　　　　　　　　        　　　　）

（姓） （名）

20　　  　年      　    月         　日      　    時      　   分

写
真
付

本
人
確
認
記
録

Z  その他（　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自
　
署

2 2 7 7 1 0 0 1 0 8 2

2 2 7 7 1 0 0 1 0 9 0

ホ デ

保険料・電気料金 加入された保険契約の保険料および小売
電気事業者からの通知による電気料金

キャッシングサービス利用・返済に関する書面は、「利用・返済
の都度送付を受ける方式」か、「1か月の取引状況（1日から末日
までの貸付け及び弁済の状況）をまとめて送付を受ける方式（マ
ンスリーステートメント方式）」かを任意に選択できるものとし
ますが、左記のキャッシング利用・返済に関する書面送付欄で
利用・返済の都度送付を受ける方式の選択をされない場合、マ
ンスリーステートメント方式による送付にご同意いただいたも
のとさせていただきます。なお、マンスリーステートメント方式
の場合、キャッシングサービスの利用・返済の際には記載事項
を簡素化した書面を交付させていただくことについてもご同意
いただいたものとさせていただきます。
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株式会社丸正池田帯広店TEL：0155-37-2317 FAX：0155-37-2417【あんしん 東日本営業課　札幌支店】







【立替払委託契約及び連帯保証契約に関する規約（要約）】

第１条（立替払いの範囲）
あんしん保証株式会社（以下、甲という）と立替払委託契約の申込者（以下、乙という）は、乙

が管理会社（以下、加盟店という）または賃貸人と締結する表記記載物件に係る賃貸借契約（以
下、賃貸借契約という）に基づく乙の賃貸人に対する債務および乙と表記記載の保険会社（以
下、保険会社という）が締結する表記記載物件に係る保険契約（以下、保険契約という）に基づく
乙の保険会社に対する債務、乙と表記記載の電力供給会社（以下、小売電気事業者という）が
締結する表記記載物件に係る電気需給契約（以下、電気需給契約という）に基づく乙の小売電
気事業者に対する債務、並びに乙と表記記載のガス供給会社（以下、ガス事業者という）が締結
する表記記載物件に係る都市ガス利用契約またはＬＰガス利用契約（以下、総称してガス利用契
約という）に基づく乙のガス事業者に対する債務に関し、甲が、乙に代わって、最大３ヶ月分の保
証委託契約に関する規約に記載の保証範囲内のうち、明渡訴訟費用以外の賃料等の賃貸費用
並びに保険料、電気料金、ガス料金について立替払いすることに合意します。

第２条 (締切日・支払日および支払方法)

１．乙は、甲が立替払いした前条に定める金員および「更新保証料」「月額保証料」について、毎
月甲所定の期日に締切り、当月26日・27日・28日・29日ないし翌月3日（指定金融機関により
異なります。）に甲に支払うものとします。

２．乙は、立替代払いによる支払金その他本契約に基づく乙の一切の支払債務について、乙が
予め約定した甲の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとし
ます。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、乙の金融
機関との口座振替契約の解約等、振替口座の設定がされていない場合その他甲が特に指
定した場合には、甲指定の金融機関口座へ支払うものとします。なお、支払日が金融機関休
業日の場合、翌営業日とします。また、その際、乙は、甲に対する支払に要する費用（送金手
数料等）を負担するものとします。

第３条（立替払いの求償権と遅延損害金）
１．乙が、前条に定める支払債務について前条の支払期日に遅延した場合、甲は乙に対し求償

権を行使することができ、乙は、甲に対して、立替払金、その立替払いに要した費用および保
証料欄記載の保証料の合計額、並びにこれらの金員に対する支払期日の翌日から支払日に
至るまで年１４．６％の割合による遅延損害金（年３６５日の日割り計算による）を支払うものと
します。なお、遅延損害金の割合等について乙は甲に異議申し立てをしません。

２．振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続き不備、残高不足等の理由によ
り前条の口座振替手続きが不能となった場合、前項に定める遅延損害金とは別途、乙は甲に
対し督促費用の実費として５００円（消費税別）を支払うものとします。

第４条（連帯保証契約）
甲と連帯保証契約申込者（以下、丙という）は、以下のとおり合意します。
１．丙は、前記立替払委託契約に基づく乙の甲に対する一切の支払債務全般及びそれに付随す

る一切の費用について、乙と連帯して債務履行の責任を負います。
２．丙は、乙の賃貸借契約の連帯保証人として、賃貸人に支払いをした場合においても、甲に対

し、求償することはできないものとします。

【賃貸保証委託契約及び連帯保証契約に関する規約（要約）】

甲と、乙は、乙の賃貸借契約に基づく債務、保険会社に対する債務、小売電気事業者に対する
債務、ガス供給会社に対する債務に関し、甲と乙の立替払委託契約（以下、立替払委託契約とい
う）を締結したことにより、以下のとおり賃貸保証委託契約（以下、本契約という）も同時に締結さ
れることについて合意します。

第１条（契約の成立）
本契約は、甲と乙との立替払委託契約が成立したことにより、同時に成立します。その後、乙は

本契約書を甲に交付します。ただし、加盟店または賃貸人、小売電気事業者、保険会社、ガス事
業者が本取引を開始するためには、甲所定の手続きが必要となり、同手続きが行われた日を本
契約の開始日とします。なお、本契約を更新する際にも、同様の手続きが必要となります。

第２条（保証の範囲）
１．甲は、乙の賃貸借契約、保険契約、電気需給契約並びにガス利用契約に基づく債務のうち、

下記のいずれかに該当するものについて乙と連帯して、立替払委託契約に基づき立替払い
された金員およびその金員を超える債務に関し、保証債務を履行するものとします。なお、下
記に定めた保証範囲のうち対象となる保証債務以外は全て対象外とします。ただし、賃貸人
との保証契約書または賃貸人並びに保険会社、小売電気事業者、ガス供給会社の代理人と
なる加盟店との間の保証契約書記載の保証の範囲と下記保証の範囲が異なる場合は、保証
契約書記載の保証の範囲において保証するものとします。

（注１）賃貸人が乙に対して一定期間賃料の支払いを免除した場合（フリーレント）、その期間の賃
料は保証対象外とします。
（注２）戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害は免責とします。
（注３）火災、ガス爆発、自殺等賃借人の故意・過失行為によって生じた損害は免責とします。
（注４）賃貸借契約または、本契約の各条項に違反したときは免責とします。

２．①賃貸借契約上の賃借人並びに保険契約、電気需給契約、ガス利用契約上の契約者として、
乙の氏名が記載されていなかったときは、甲は前項の保証債務を履行する義務を負わない
ものとします。

②表記記載物件（保証対象物件）の入居者（以下、入居者という）に変更が生じたとき、乙が甲
に入居者の変更を通知し、それに対して甲の書面による承諾がない場合は、甲は、賃貸人
並びに保険会社、小売電気事業者、ガス事業者に対し、前項の保証債務を履行する義務を
負わないものとします。

③乙の甲に対する債務の保証人が乙の代表者である場合、その代表者の変更が生じたとき、
乙が甲に代表者の変更を通知し、それに対する甲が書面による承諾がない場合は、甲は、
賃貸人並びに保険会社、小売電気事業者、ガス事業者に対し、前項の保証債務を履行する
義務を負わないものとします。

第３条（保証料）
１．乙は、入居時および更新時に「賃貸保証委託契約書」表面の保証料欄ＡまたはＢ記載の保証

料を甲に支払うものとします。なお、水道光熱費が毎月ごとに変動する場合は、入居時および
更新時に加盟店および賃貸人が定める「みなし水道光熱費（実績）金額」に基づく金額を、月
額賃料等に加算した金額に対し、「賃貸保証委託契約書」表面の保証料欄ＡまたはＢ記載の
保証料率を乗じた金額を、乙は甲に支払うことに予め同意します。

２．賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務について、甲が加盟店または賃貸人もしくは保
険会社、小売電気事業者、ガス事業者に立替払いまたは保証債務の履行をした場合、乙は、
前項の保証料とは別に、「賃貸保証委託契約書」表面の保証料率欄Ｃ記載の金額もしくはＣ記
載の料率を立替内容および保証履行内容に乗じた金額を月額保証料として甲に支払うことに
予め同意します。

３．乙は、保証料が税制等の改正および経済情勢等の変動により変更されることに異議申し立て
をしません。

４．乙は、甲に対し、賃貸借物件を明け渡すまで、引き続き保証料を支払うことに予め同意します。
５．甲は、乙から徴収した保証料の返金については理由の如何を問わず一切いたしません。

第４条（求償金）
１．甲が、保証債務を履行したときは、甲は乙に対し求償金を行使することができ、乙は、甲に対

してその保証債務額、保証債務履行に要した費用および保証料欄記載の保証料の合計額、
並びにこれらの金員に対する支払期日の翌日から支払日に至るまで年１４．６％の割合によ
る遅延損害金（年３６５日の日割り計算による）を支払うものとします。なお、遅延損害金の割
合等について、乙は甲に対し異議申し立てをしません。

２．乙は、甲に対する支払に要する費用（送金手数料等）を負担するものとします。
３．乙が甲に対する求償金の支払を怠った場合、前々項に定める遅延損害金とは別途、乙は甲

に対し督促費用の実費として５００円（消費税別）を支払うものとします。

第５条（返済金の充当順序）
乙の返済した金額が本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りな
いときは、乙に対する何等の通知なく甲が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当し
ても乙は甲に対し異議申し立てをしません。

第６条（連帯保証契約）
甲と連帯保証契約申込者（以下、丙という）は、以下のとおり合意します。
１．丙は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の支払債務全般及びそれに付随する一切の費用

について、乙と連帯して債務履行の責任を負います。
２．丙は、乙の賃貸借契約の連帯保証人として、賃貸人に支払いをした場合においても、甲に対

し、求償することはできないものとします。

【 お問い合わせ・ご相談窓口 】
本契約についてのお問い合わせおよびご相談については、下記あんしん保証株式会社にご連絡
ください。

〈 本契約についてのお問い合わせ 〉
あんしん保証株式会社
消費者ご相談窓口
〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目１１番８号 西銀ＭＩＤビル６階
電話：０１２０－５６１－４４０
受付時間：９：００～１８：００（土日祝日、当社指定休日は除く）

保 証 範 囲

取扱対象物件
居住用住宅・事務所

（居住仕様ビルに限る）
店舗・事務所

（オフィス・店舗使用ﾋﾞﾙ）

保証期間 明渡し完了まで無制限
滞納６ヶ月分までを

限度とする。

保証項目 家賃､共益費､駐車場料金､町会費の合計（以下、月額賃料等という。）

水道光熱費 全額保証 対象外

残置物処理費用 全額保証 対象外

明渡し交渉 対 象 対象外

明渡し訴訟費用 全額保証 対象外

明渡し遅延損害金 １ヶ月につき月額賃料等相当額 対象外
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早期解約違約金

早期解約違約金は､入居１年未満は賃
料の２ヶ月分､入居１年以上２年未満は
賃料の１ヶ月分を限度として保証。以外

は免責とする。

対象外

原状回復費用
賃貸人および甲が債務名義を取得でき

ない原状回復費用は免責とする。
対象外

更新料 全額保証 対象外

保険契約に基づく保険料 全額保証 対象外

電気受給契約に基づく電気
料金 全額保証 対象外

ガス利用契約に基づく
ガス料金 全額保証 対象外
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